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議案第２１号

令和５年度鳥取県営病院事業会計予算

（総　則）

第１条　令和５年度鳥取県営病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　⑴　病　　　床　　　数　　　　　　　　　　　　８２２床

　⑵　年 間 入 院 患 者 数　　　　　　　　 ２４２，４２８人

　⑶　年 間 外 来 患 者 数　　　　　　　　 ３３４，５３８人

　⑷　一日平均入院患者数　　　　　　　　　　　　６６２人

　⑸　一日平均外来患者数　　　　　　　　　　 １，３７７人

　⑹　主要な建設改良事業

　　　　医療機器備品　　　　　　　　　 ８９８，０９０千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　　　　収　　　　　　入

　第１款　病院事業収益　　　　　３０，８１９，０８６千円

　　第１項　医 業 収 益　　　　２５，４９０，１５８千円

　　第２項　医 業 外 収 益　　　　　５，１９１，４７３千円

　　第３項　特 別 利 益　　　　　　 １３７，４５５千円

　　　　　　　　支　　　　　　出
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　第１款　病院事業費用　　　　　３１，１０８，８５８千円

　　第１項　医 業 費 用　　　　３０，４４０，１２８千円

　　第２項　医 業 外 費 用　　　　　　 ６２８，６８２千円

　　第３項　特 別 損 失　　　　　　　 ４０，０４８千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

　出額に対し不足する額２，１３３，０６５千円は、過年度分損益勘定留保資金２，１３３，

　０６５千円で補てんするものとする。）。

　　　　　　　　収　　　　　　入

　第１款　資 本 的 収 入　　　　　　２，０２０，１３３千円

　　第１項　企 業 債　　　　　　 ９４４，５００千円

　　第２項　負 担 金　　　　　　 ９９２，２９４千円

　　第３項　補　　助　　金　　　　　　　 　７，５００千円

　　第４項　一般会計精算金受入　　　　　　　 ７５，８３９千円

　　　　　　　　支　　　　　　出

　第１款　資 本 的 支 出　　　　　　４，１５３，１９８千円

　　第１項　建 設 改 良 費　　　　　　 ９９３，９９５千円

　　第２項　企業債償還金　　　　　３，１５９，２０３千円

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　　　　事　　　　　項　　　　　　　　期　　　間　　　　　　　　限　度　額

　中央病院磁気共鳴断層撮影　　　　　令和６年度から  21, 780千円
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　装置（ＭＲＩ）保守点検業　　　　　令和７年度まで
　務委託

　中央病院オンライン資格確　　　　　令和６年度から  853千円
　認用顔認証付きカードリー　　　　　令和８年度まで
　ダー保守点検業務委託

　中央病院空調設備フィルタ　　　　　令和６年度  975千円
　ー他清掃業務委託

　中央病院別館空調設備保全　　　　　令和６年度から  1, 088千円
　業務委託　　　　　　　　　　　　　令和７年度まで

　中央病院緑化管理業務委託　　　　　令和６年度から  10, 852千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和９年度まで

　中央病院診療情報統合シス　　　　　令和６年度から  32, 395千円
　テム保守業務委託　　　　　　　　　令和10年度まで

　中央病院３Ｄボリュームア　　　　　令和６年度から  4, 030千円
　ナライザー保守業務委託　　　　　　令和10年度まで

　中央病院生体情報システム　　　　　令和６年度から  10, 940千円
　保守業務委託　　　　　　　　　　　令和10年度まで

　中央病院地中熱利用融雪設　　　　　令和６年度から  581千円
　備保守点検業務委託　　　　　　　　令和７年度まで

　中央病院温水発生器保守点　　　　　令和６年度から  908千円
　検業務委託　　　　　　　　　　　　令和７年度まで

　中央病院医療情報システム　　　　　令和６年度から  6, 676千円
　（ＲＩＳ／ＰＡＣＳ）保守　　　　　令和９年度まで
　業務委託

　厚生病院高圧受電設備改修　　　　　令和６年度  30, 106千円
　工事

（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利　　率 償 還 の 方 法

千円
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（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、１，９００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経

　費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれ

　らの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　⑴　職 員 給 与 費　　　　　１４，５０３，３２２千円

　⑵　交　　際　　費　　　　　　　　　　　８００千円

（他会計からの補助金）

第９条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

　　　　　　　補　助　の　目　的

　⑴　院内保育所の運営に要する経費　　　　　　　　　　　　２１，３２４千円

　⑵　医師及び看護師等の研究研修に要する経費　　　　　　　３９，２３９千円

病院事業費に充

当

944, 500 証書借入れ又は証券発
行の方法により財政融

資資金その他より借入
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だし、事業又は県財政

の都合により起債額の

全部又は一部を翌年度
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10％以内（た
だし、利率見
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い、若しくは借換えす

ることができるものと

する。
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　⑶　職員の共済費のうち追加費用に要する経費　　　　　　１７６，１０３千円

　⑷　職員の基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費　　２８３，０５７千円

　⑸　職員の児童手当に要する経費　　　　　　　　　　　　１０１，６７５千円

（たな卸資産購入限度額）

第１０条　たな卸資産の購入限度額は、 ８，３１５，１７５千円と定める。

（重要な資産の取得）

第１１条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

　　種　　類　　　　　　　　　名　　　　称　　　　　　　　　　　　　数　量

　医療機器備品　　　　　中央病院放射線機器（スペクトラルＣＴ）  一　式

　医療機器備品　　　　　中央病院デジタル式循環器用Ｘ線透視診  一　式

　　　　　　　　　　　　断装置

　　令和５年２月１３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治


